
障害者差別解消法と合理的配慮
について

令和７年度企業担当者のための障害者差別解消法に関するセミナー

政策統括官（共生・共助担当）付参事官（障害者施策担当）

古屋 勝史

しょうがいしゃさべつかいしょうほう ごうりてきはいりょ

れいわ ねんどきぎょうたんとうしゃ しょうがいしゃさべつかいしょうほう かん

せいさくとうかつかん きょうせい きょうじょたんとう つきさんじかん しょうがいしゃせさくたんとう

ふるや かつふみ



我が国では、障害のある人もない人も、
互いにその人らしさを認め合い、共に生きる社会（共生社会）を

目指しています。

不当な差別的
取扱いの禁止

合理的配慮
の提供

障害のある人の活動や社会への参加を制限
している様々な障壁（バリア）を取り除く
ことで、障害のある人もない人も分けへだ

てなく活動できる
「共生社会」の実現へ！

 障害の「社会モデル」：障害のある人が日常生活等で受ける様々な

「制限」は、社会の側に様々な障壁（バリア）があることによって

生じるものという考え方

• 階段しかないので、

２階には上がれない

⇒「障害」がある

• エレベーターがあれば、

  ２階へ上がれる

⇒「障害」がなくなった

• 車椅子の方は何も変わっていない

• 変わったのは、あくまでも周囲の環境
 「社会モデル」の考え方に基づけば、「階段」という障

壁（バリア）があることで車椅子の方に「障害」が生
じていることになる
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きょうせいしゃかい

共生社会の実現に向けて
じつげん む

わ        くに  しょうがい ひと ひと

たが ひと みと   あ  とも   い しゃかい きょうせいしゃかい

めざ

社会モデル
しゃかい

障害者差別解消法
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

ふとう さべつてき

とりあつか きんし

ごうりてきはいりょ

ていきょう

しょうがい ひと かつどう  しゃかい さんか  せいげん

さまざま しょうへき    と      のぞ

しょうがい ひと  ひと  わ

かつどう

きょうせいしゃかい  じつげん

しょうがい     しゃかい   しょうがい                  ひと  にちじょうせいかつとう  う      さまざま

せいげん しゃかい がわ  さまざま    しょうへき

しょう かんが かた

かいだん

かい  あ かい   あ

しょうがいしょうがい

くるまいす  かた  なに  か

か しゅうい かんきょう

しゃかい  かんが  かた   もと  かいだん                      しょう

へき くるまいす   かた         しょうがい       しょう



2007年 9月   障害者権利条約の署名

2011年 7月   障害者基本法改正法の成立（一部を除き公布日施行）

2013年 6月   障害者差別解消法の成立

2014年 1月   障害者権利条約批准（翌月発効）

2016年 4月  障害者差別解消法の施行

2019年 2月  障害者差別解消法の見直しの検討開始

2020年 6月  障害者政策委員会において

障害者差別解消法見直しに関する意見書取りまとめ
2020年10月   障害者差別解消法見直しに関する

 事業者団体・障害者団体ヒアリング

2021年 3月  障害者差別解消法改正法案国会提出

5月  障害者差別解消法改正法の成立

2024年 4月 障害者差別解消法改正法の施行
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「障害を理由とする差別の解消に関する法律」に関する経緯
しょうがい  りゆう  さべつ  かいしょう    かん ほうりつ  かん             けいい

ねん   がつ     しょうがいしゃけんりじょうやく     しょめい

ねん   がつ     しょうがいしゃきほんほうかいせいほう せいりつ  いちぶ       のぞ こうふびせこう

ねん   がつ     しょうがいしゃけんりじょうやくひじゅん  よくげつはっこう

ねん   がつ     しょうがいしゃさべつかいしょうほう せいりつ

ねん   がつ     しょうがいさべつかいしょうほう せこう

しょうがいさべつかいしょうほうみなお    かん     いけんしょと

ねん   がつ      しょうがいせいさくいいんかい

ねん   がつ     しょうがいさべつかいしょうほう みなお             けんとうかいし

ねん      がつ         しょうがいさべつかいしょうほうみなお    かん 

じぎょうしゃだんたい しょうがいしゃだんたい

ねん   がつ     しょうがいさべつかいしょうほうかいせいほうあんこっかいていしゅつ

   がつ     しょうがいさべつかいしょうほうかいせいほう  せいりつ

ねん   がつ     しょうがいさべつかいしょうほうかいせいほう せこう



 障害のある人が日常生活等で受ける様々な「制限」は、社会的障壁があることによって生じるものであり、
これを取り除くのは社会の責務であるという考え方

不当な差別的取扱いの禁止
合理的配慮の提供

※事業者は2024年４月から義務化
※環境の整備の努力義務も規定

（１）政府は、「基本方針」を作成
○ 障害を理由とする不当な差別的取扱い、合理的配慮の基本的考え方や具体例
○ 相談体制の整備
○ 職員や事業者への研修・啓発
○ 障害を理由とする差別の解消の推進に資する制度等の整備
○ 国の行政機関（主務大臣）における所掌する分野ごとの相談窓口

（２）各行政機関の長は、基本方針に即して、「対応要領」（各府省庁ごと、職員向け）を作成

（３）各主務大臣は、基本方針に即して、「対応指針」（各分野ごと、事業者向け）を作成
3※雇用における障害者差別の解消に関しては、障害者雇用促進法に規定

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
しょうがい  りゆう        さべつ  かいしょう     すいしん  かん               ほうりつ

障害の「社会モデル」

障害者差別解消法の概要

国・地方公共団体等、事業者に以下を義務付け ※罰則は設けていない

しょうがい   しゃかい

しょうがいしゃさべつかいしょうほう    がいよう

しょうがい    ひと  にちじょうせいかつとう      う               さまざま せいげん    しゃかいてきしょうへき                                                           しょう

と のぞ しゃかい  せきむ  かんが   かた

くに    ちほうこうきょうだんたいとう       じぎょうしゃ            いか  ぎむづ ばっそく   もう

ふとう さべつてきとりあつか   きんし

ごうりてきはいりょ   ていきょう

じぎょうしゃ  ねん      がつ                ぎむか

かんきょう  せいび        どりょくぎむ            きてい

せいふ きほんほうしん  さくせい

しょうがい  りゆう  ふとう    さべつてきとりあつか  ごうりてきはいりょ きほんてきかんが   かた       ぐたいれい

そうだんたいせい せいび

しょくいん じぎょうしゃ けんしゅう けいはつ

くに ぎょうせいきかん   しゅむだいじん   しょしょう      ぶんや    そうだんまどぐち

しょうがい  りゆう   さべつ       かいしょう     すいしん し  せいどとう          せいび

かくぎょうせいきかん  ちょう           きほんほうしん           そく   たいおうようりょう                かくふしょうちょう                         しょくいんむ   さくせい

かくしゅむだいじん    きほんほうしん        そく たいおうししん   かくぶんや                             じぎょうしゃむ                            さくせい

こよう しょうがいしゃさべつ   かいしょう      かん しょうがいしゃこようそくしんほう  きてい



不当な差別的取扱い ⇒ 該当する／しない例を新たに記載

○障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービス等の提供を拒否・制限する等によ
   る、障害者の権利利益の侵害を禁止
○社会的障壁の解消手段（車椅子、介助者等）の利用を理由とした不当な差別的取扱いについて明確化

合理的配慮 ⇒ 具体的な例・違反に該当する／しない例を新たに記載

○個々の場面で障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明時に行われる必要かつ合理
的な取組で、実施に伴う負担が過重でないもの

○建設的対話・相互理解の重要性（社会的障壁を除去するため障害者と行政機関・事業者等との建設的
対話を通じお互いの状況の理解に努めることが重要）

※合理的配慮の提供にあたっては性別や年齢等の配慮が必要であることを明記。

相談等の体制整備
○国・地方が一体となって対応
○内閣府で、各省庁に対する事業分野ごとの相談窓口の明確化の働きかけや、法令説明や適切な
相談窓口に「つなぐ役割」を担う国の相談窓口を検討
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障害者差別解消法に基づく基本方針（令和5年３月14日閣議決定）

差別解消措置に関する共通的な事項

国及び地方公共団体による支援措置の実施に関する基本的な事項

しょうがいしゃさべつかいしょうほう もと   きほんほうしん          れいわ ねん  がつ           にちかくぎけってい

さべつかいしょうそち かん   きょうつうてき      じこう

くにおよ  ちほうこうきょうだんたい   しえんそち   じったい   かん   きほんてき     じこう

ふとう    さべつてきとりあつか             がいとう                                    れい   あら             きさい

しょうがいしゃ  たい   せいとう       りゆう                  しょうがい りゆう とう  ていきょう      きょひ    せいげん   とう

しょうがいしゃ    けんりりえき  しんがい     きんし

しゃかいてきしょうへき  かいしょうしゅだん くるまいす かいじょしゃとう   りよう         りゆう  ふとう   さべつてきとりあつか   めいかくか

ごうりてきはいりょ                  ぐたいてき   れい    いはん    がいとう れい   あら             きさい

ここ  ばめん   しょうがいしゃ  しゃかいてきしょうへき   じょきょ   ひつよう                          むね いしひょうめいじ   おこな              ひつよう           ごうり

てき とりくみ   じっし      ともな    ふたん かじゅう

けんせつてきたいわ  そうごりかい     じゅうようせい しゃかいてきしょうへき じょきょ しょうがいしゃ ぎょうせいきかん じぎょうしゃとう けんせつてき

たいわ つう  たが   じょうきょう   りかい       つと    じゅうよう

ごうりてきはいりょ ていきょう   せいべつ  ねんれいとう はいりょ  ひつよう                                      めいき

そうだんとう たいせいせいび

くに ちほう いったい    たいおう

ないかくふ かくしょうちょう  たい        じぎょうぶんや                そうだんまどぐち めいかくか  はたら                         ほうれいせつめい てきせつ

そうだんまどぐち   やくわり     にな     くに    そうだんまどぐち  けんとう



 教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活及び社会生活に係る分野が広く対象
※雇用の分野については、他の法律で規定
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しょうがいしゃさべつかいしょうほう    たいしょう

障害者差別解消法の対象

障害者

分野
ぶんや

しょうがいしゃ

事業者
じぎょうしゃ

きょういく   いりょう     ふくし  こうきょうこうつうとう   にちじょうせいかつおよ  しゃかいせいかつ かか ぶんや  ひろ  たいしょう

こよう  ぶんや   ほか   ほうりつ       きてい

 身体障害、知的障害、精神障害（発達障
害や高次脳機能障害のある人も含む）、

その他心身の機能の障害（難病等に起因
する障害も含む）がある者であって、障
害や社会的障壁によって、継続的に日常
生活や社会生活に相当な制限を受けてい
るもの
※障害者手帳を持っている人に限らない

 商業その他の事業を行う企業や団体等
 であり、同種の行為を反復継続する意

 思をもって行うもの
 目的の営利・非営利、個人・法人の別

 を問わない（※個人事業主やボラン
 ティア活動をするグループなども含ま
 れる）

しんたいしょうがい ちてきしょうがい  せいしんしょうがい はったつしょう

がい  こうじのうきのうしょうがい ひと ふく

たしんしん きのう しょうがい なんびょうとう    きいん

しょうがい ふく    もの   しょう

がい しゃかいてきしょうへき   けいぞくてき    にちじょう

せいかつ しゃかいせいかつ そうとう  せいげん       う

しょうがいしゃてちょう も  ひと   かぎ

しょうぎょう た じぎょう  おこな  きぎょう   だんたいとう

どうしゅ   こうい   はんぷくけいぞく  い

し おこな

もくてき   えいり   ひえいり こじん ほうじん   べつ

と   こじんじぎょうぬし

かつどう   ふく



１ ２
障害者については、保護者
や介助者がいなければ入店
を断る
※他の法律において、補助
犬を受け入れ拒否も禁止さ
れている。

不動産業において、障害
者向けの物件はないと言
って対応しない
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ふとう さべつてきとりあつか

「不当な差別的取扱い」とは
 行政機関等と事業者は、障害者に対して､正当な理由なく､障害を理由として､
    財･サービスや各種機会の提供を

 ◆ 拒否する
 ◆ 場所や時間を制限する
 ◆ 障害のない人にはつけない条件をつける

   などにより､障害者の権利利益を侵害すること（不当な差別的取扱い）を禁止
 各事業分野の考え方等､主務大臣が定める「対応指針(ガイドライン)」に規定

具体例
ぐたいれい

ぎょうせいきかんとう   じぎょうしゃ  しょうがいしゃ   たい             せいとう    りゆう しょうがい りゆう

ざい かくしゅきかい ていきょう

きょひ

ばしょ  じかん  せいげん

しょうがい  ひと  じょうけん

しょうがいしゃ   けんりりえき   しんがい ふとう さべつてきとりあつか   きんし

かくじぎょうぶんや かんが  かたとう    しゅむだいじん   さだ   たいおうししん きてい

しょうがいしゃ  ほごしゃ

かいじょしゃ にゅうてん

ことわ

ほか ほうりつ   ほじょ

けん    う   い   きょひ  きんし

ふどうさんぎょう   しょうがい

しゃむ ぶっけん い

たいおう
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 「正当な理由」がある場合、すなわち、その行為が客観的に見て正当な目的の
下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合は、
「不当な差別的取扱い」にはならない

 「正当な理由」に相当するか否かについては、
  個別の事案ごとに、

◆障害者、事業者、第三者の権利利益
例：安全の確保、財産の保全、事業の目的・内容・機能の維持、

損害発生の防止等

◆事業者・行政機関の事務・事業の目的・内容・機能の維持など

の観点から、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断す

る必要
 事業者等が「正当な理由」があると判断した場合、障害者にその理由を丁寧に説

 明する必要

せいとう  りゆう   ばあい  はんだんきじゅんとう

「正当な理由がある場合」の判断基準等
せいとう   りゆう  ばあい  こうい きゃっかんてき み   せいとう もくてき

もと  おこな もくてき   て  え  い   ばあい

せいとう  りゆう そうとう いな

ふとう さべつてきとりあつか

こべつ じあん

しょうがいしゃ   じぎょうしゃ  だいさんしゃ けんりりえき

れい  あんぜん  かくほ   ざいさん  ほぜん   じぎょう  もくてき  ないよう   きのう いじ

そんがいはっせい  ぼうしとう

じぎょうしゃ ぎょうせいきかん   じむ  じぎょう   もくてき ないよう きのう いじ

かんてん ぐたいてきばめん   じょうきょう      おう   そうごうてき   きゃっかんてき はんだん

ひつよう

じぎょうしゃとう  せいとう りゆう   はんだん   ばあい  しょうがいしゃ   りゆう   ていねい     せつ

めい  ひつよう



・ 障害の種類や程度、サービス提供の場面における本人や第三者の安全性

などについて考慮することなく、漠然とした安全上の問題を理由に施設利用

を拒否すること。

・ 業務の遂行に支障がないにもかかわらず、障害者でない者とは異なる場所

での対応を行うこと。

 ・ 障害があることを理由として、障害者に対して、言葉遣いや接客の態度など

 一律に接遇の質を下げること。 

・ 障害があることを理由として、具体的場面や状況に応じた検討を行うことなく、 

障害者に対し一律に保護者や支援者・介助者の同伴をサービスの利用条

件とするこ と。

8
「漠然とした安全上の問題を理由に」「障害があることを理由として」

「業務遂行に支障がないにもかかわらず」「一律に」

しょうがい   しゅるい    ていど ていきょう    ばめん    ほんにん だいさんしゃ   あんぜんせい

ふとう さべつてきとりあつか  かんが    れい

「不当な差別的取扱い」 と考えられる例

こうりょ ばくぜん  あんぜんじょう          もんだい   りゆう  しせつりよう

きょひ

ぎょうむ すいこう   ししょう   しょうがいしゃ もの   こと   ばしょ

たいおう  おこな

しょうがい   りゆう しょうがいしゃ たい     ことばづか   せっきゃく  たいど

いちりつ   せつぐう   しつ     さ

しょうがい   りゆう                                  ぐたいてきばめん   じょうきょう   おう   けんとう   おこな

しょうがいしゃ たい   いちりつ ほごしゃ   しえんしゃ      かいじょしゃ  どうはん  りようじょう

けん

ばくぜん   あんぜんじょう     もんだい  りゆう  しょうがい りゆう

ぎょうむすいこう ししょう いちりつ



・ 実習を伴う講座において、実習に必要な作業の遂行上具体的な危険の発生が見込まれる障害特性のある

障害者に対し、当該実習とは別の実習を設定すること。 

→障害者本人の安全確保の観点

・ 飲食店において、車椅子の利用者が畳敷きの個室を希望した際に、敷物を敷く等、畳を保護するための対

応を行うこと。

→事業者の損害発生の防止の観点

・ 銀行において口座開設等の手続を行うため、預金者となる障害者本人に同行した者が代筆をしようとした

際に、必要な範囲で、プライバシーに配慮しつつ、障害者本人に対し障害の状況や本人の取引意思等を確

認すること。

→障害者本人の財産の保全の観点

・ 電動車椅子の利用者に対して、通常よりも搭乗手続や保安検査に時間を要することから、十分な研修を受

けたスタッフの配置や関係者間の情報共有により所要時間の短縮を図った上で必要最小限の時間を説明

するとともに、搭乗に間に合う 時間に空港に来てもらうよう依頼すること。

→事業の目的・内容・機能の維持の観点

9

せいとう  りゆう   ふとう さべつてきとりあつか  がいとう

正当な理由があるため「不当な差別的取扱い」 に該当しない
と考えられる例

かんが れい

じっしゅう   ともな  こうざ   じっしゅう  ひつよう  さぎょう   すいこうじょうぐたいてき きけん  はっせい   みこ しょうがいとくせい

しょうがいしゃ  たい   とうがいじっしゅう   べつ   じっしゅう  せってい

しょうがいしゃほんにん  あんぜんかくほ かんてん

いんしょくてん    くるまいす  りようしゃ  たたみじ    こしつ  きぼう さい     しきもの し   とう たたみ ほご   たい

おう   おこな

じぎょうしゃ そんがいはっせい ぼうし   かんてん

ぎんこう こうざかいせつとう てつづき おこな   よきんしゃ    しょうがいしゃほんにん   どうこう もの だいひつ

さい ひつよう  はんい    はいりょ   しょうがいしゃほんにん  たい   しょうがい   じょうきょう     ほんにん    とりひきいしとう かく

にん

じぎょう    もくてき   ないよう きのう いじ かんてん

とうじょう  ま               あ               じかん くうこう    き いらい

はいち かんけいしゃかん  じょうほうきょうゆう しょようじかん たんしゅく はか    うえ ひつようさいしょうげん  じかん せつめい



 行政機関等と事業者においては、事務・事業を行うに当たり、障害者から何らかの配慮を
求められた場合、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的
な配慮（合理的配慮）を行うことが求められる

 代替措置の選択も含め、双方の話し合い(建設的対話)により対応するもの

 各事業分野の考え方等については、主務大臣が定める「対応指針(ガイドライン)」に規定

１
段差がある場合に、スロープ
などで補助する

2 意思を伝え合うために絵や
写真のカードやタブレット
端末などを使う

①社会におけ
る事物

通行・利用しにくい施設、
設備など

②制度 利用しにくい制度など

③慣行
障害のある方の存在を
意識していない慣習、
文化など

④観念
障害のある方への偏見
など

10

ごうりてきはいりょ   ていきょう

「合理的配慮の提供」 とは

社会的障壁の例
しゃかいてきしょうへき れい

具体例
ぐたいれい

ぎょうせいきかんとう   じぎょうしゃ                                                じむ  じぎょう  おこな   あ  しょうがいしゃ   なん はいりょ

もとめ ばあい  かじゅう  ふたん    はんい                しゃかいてきしょうへき と   のぞ ひつよう ごうりてき

はいりょ ごうりてきはいりょ                  おこな    もとめ

だいたいそち せんたく   ふく   そうほう     はな   あ   けんせつてきたいわ                       たいおう

かくじぎょうぶんや かんが かたとう しゅむだいじん   さだ   たいおうししん  きてい

しゃかい   つうこう  りよう  しせつ

じぶつ                               せつび

せいど                               りよう せいど

しょうがい  かた        そんざい

かんこう   いしき    かんしゅう

ぶんか

しょうがい  かた  へんけん

かんねん

だんさ   ばあい

ほじょ

いし つた  あ  え

しゃしん

たんまつ つか



個別の事案ごとに、以下の要素等を考慮し、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に
判断することが必要
① 事務・事業への影響の程度（事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か）
② 実現可能性の程度（物理的・技術的制約、人的・体制上の制約）
③ 費用・負担の程度
④ 事務・事業規模
⑤ 財政・財務状況

① 事務・事業の目的・内容・機能に照らし、必要とされる範囲で本来の業務に付随する
 ものに限られること

② 障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであること
③ 事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと

11

※合理的配慮の提供に当たっては、障害者の性別、年齢、状態等に配慮するものとし、特に障害の

  ある女性に対しては、障害に加えて女性であることも踏まえた対応が求められることに留意する。

かじゅう ふたん   はんだんきじゅんとう

「過重な負担」の判断基準等
過重な負担の判断
かじゅう   ふたん  はんだん

留意事項
りゅういじこう

こべつ じあん   いか ようそとう       こうりょ   ぐたいてきばめん  じょうきょう おう   そうごうてき  きゃっかんてき

はんだん  ひつよう

じむ  じぎょう  えいきょう    ていど   じむ  じぎょう  もくてき  ないよう   きのう   そこ いな

じつげんかのうせい    ていど        ぶつりてき ぎじゅつてきせいやく じんてき たいせいじょう  せいやく

ひよう ふたん   ていど

じむ   じぎょうきぼ

ざいせい      ざいむじょうきょう

じむ  じぎょう  もくてき  ないよう  きのう  て ひつよう  はんい ほんらい ぎょうむ   ふずい

かぎ

しょうがいしゃ   もの ひかく どうとう きかい  ていきょう    う

じむ  じぎょう  もくてき  ないよう  きのう  ほんしつてき   へんこう およ

ごうりてきはいりょ ていきょう  あ   しょうがいしゃ  せいべつ  ねんれい  じょうたいとう   はいりょ とく   しょうがい

じょせい   たい  しょうがい  くわ  じょせい  ふ たいおう    もと りゅうい



・ 車椅子利用者のために段差に携帯スロープを渡す、高い所に陳列された商品を

取って渡すなどの物理的環境に係る対応を行うこと。

・ 筆談、読み上げ、手話、コミュニケーションボードの活用などによるコミュニケーシ

ョン、振り仮名や写真、イラストなど分かりやすい表現を使って説明をするなどの

意思疎通に係る対応を行うこと。

・ 障害の特性に応じた休憩時間の調整や必要なデジタル機器の使用の許可など

のルール・慣行の柔軟な変更を行うこと。

・ 店内の単独移動や商品の場所の特定が困難な障害者に対し、店内移動と買物

の支援を行うこと。
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ごうりてきはいりょ    ていきょう  れい

「合理的配慮の提供」 の例

くるまいすりようしゃ    だんさ けいたい  わた  たか ところ ちんれつ しょうひん

と   わた  ぶつりてきかんきょう かか たいおう おこな

ひつだん  よ あ しゅわ  かつよう

ふ がな  しゃしん  わ ひょうげん   つか  せつめい

いしそつう かか たいおう おこな

しょうがい   とくせい おう   きゅうけいじかん  ちょうせい ひつよう   きき  しよう  きょか

かんこう   じゅうなん  へんこう  おこな

てんない  たんどくいどう      しょうひん  ばしょ とくてい こんなん しょうがいしゃ   たい てんないいどう かいもの

しえん  おこな



・ 試験を受ける際に筆記が困難なためデジタル機器の使用を求める申出があった場合

に、デジタル機器の持込みを認めた前例がないことを理由に、必要な調整を行うことなく

一律に対応を断ること。

・ イベント会場内の移動に際して支援を求める申出があった場合に、「何かあったら困

る」という抽象的な理由で具体的な支援の可能性を検討せず、支援を断ること。

・ 電話利用が困難な障害者から電話以外の手段により各種手続が行えるよう対応を求

められた場合に、自社マニュアル上、当該手続は利用者本人による電話のみで手続可

能とすることとされていることを理由として、メールや電話リレーサービスを介した電話等

の代替措置を検討せずに対応を断ること。 
・ 自由席での開催を予定しているセミナーにおいて、弱視の障害者からスクリーンや板

書等がよく見える席でのセミナー受講を希望する申出があった場合に、事前の座席確保

などの対応を検討せずに「特別扱いはできない」という理由で対応を断ること。
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「前例がない」「何かあったら困る」「特別扱いはできない」

代替策を検討しない、一律に対応を断る

ごうりてきはいりょ    ていきょう   ぎむいはん  かんが れい

「合理的配慮の提供」義務違反と考えられる例
しけん   う さい  ひっき  こんなん  きき  しよう   もと   もうしで ばあい

きき    もちこ みと ぜんれい  りゆう  ひつよう ちょうせい  おこな

いちりつ  たいおう ことわ

かいじょうない いどう   さい  しえん  もと   もうしで ばあい  なに  こま

ちゅうしょうてき   りゆう  ぐたいてき しえん かのうせい けんとう   しえん  ことわ

でんわりよう  こんなん  しょうがいしゃ   でんわいがい  しゅだん かくしゅてつづ おこな   たいおう   もとめ

ばあい    じしゃ じょう    とうがいてつづ   りようしゃ  ほんにん でんわ   てつづきか

のう   りゆう でんわ  かい でんわとう

だいたいそち   けんとう  たいおう    ことわ

じゆうせき かいさい  よてい  じゃくし   しょうがいしゃ   ばん

しょとう   み せき   じゅこう  きぼう もうしで  ばあい   じぜん  ざせきかくほ

たいおう  けんとう  とくべつあつか  りゆう たいおう   ことわ

ぜんれい  なに   こま   とくべつあつか

だいたいあん けんとう   いちりつ    たいおう ことわ



・ 飲食店において、食事介助等を求められた場合に、当該飲食店が当該業務を事業の一環として行っ

ていないことから、その提供を断ること。

→必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られることの観点

・ 抽選販売を行っている限定商品について、抽選申込みの手続を行うことが困難であることを理由に、

当該商品をあらかじめ別途確保しておくよう求められた場合に、当該対応を断ること。

→障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのものであることの観点

・ オンライン講座の配信のみを行っている事業者が、オンラインでの集団受講では内容の理解が難し

いことを理由に対面での個別指導を求められた場合に、当該対応はその事業の目的・内容とは異な

るものであり、対面での個別指導を可能とする人的体制・設備も有していないため、当該対応を断る

こと。

→事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないことの観点

・ 小売店において、混雑時に視覚障害者から店員に対し、店内を付き添って買物の補助を求められた

場合に、混雑時のため付添いはできないが、店員が買物リストを書き留めて商品を準備することがで

きる旨を提案すること。

→過重な負担（人的・ 体制上の制約）の観点 14

ごうりてきはいりょ    ていきょう  はん かんが  れい

「合理的配慮の提供」に反しないと考えられる例
いんしょくてん  しょくじかいじょとう  もと ばあい   とうがいいんしょくてん   とうがいぎょうむ じぎょう いっかん おこな

ていきょう  ことわ

ひつよう   はんい   ほんらい ぎょうむ  ふずい かぎ   かんてん

ちゅうせんはんばい  おこな げんていしょうひん  ちゅうせんもうしこ  てつづき  おこな  こんなん りゆう

とうがいしょうひん  べっとかくほ   もと ばあい とうがいたいおう ことわ

しょうがいしゃ  もの ひかく  どうとう きかい   ていきょう   う かんてん

こうざ  はいしん  おこな  じぎょうしゃ   しゅうだんじゅこう ないよう   りかい   むずか

りゆう  たいめん こべつしどう もとめ ばあい とうがいたいおう  じぎょう  もくてき ないよう こと

たいめん こべつしどう かのう   じんてきたいせい   せつび ゆう とうがいたいおう ことわ

じむ じぎょう  もくてき ないよう きのう   ほんしつてき  へんこう   およ  かんてん

こうりてん こんざつじ しかくしょうがいしゃ   てんいん   たい     てんない   つ  そ  かいもの ほじょ もと

ばあい   こんざつじ つきそ  てんいん  かいもの  か  と    しょうひん   じゅんび

むね ていあん

かじゅう ふたん じんてき   たいせいじょう  せいやく かんてん



事業者
(習い事教室)

障害者の保護者
（発達障害）

家ではイヤーマフを着用することがあるのですが、習い事では音声教材等を利用することもあるので着用させていません
でした。着用の際には声掛けや手伝いが必要なので、習い事でイヤーマフを使うと先生にご迷惑ではないでしょうか。

わかりました。こどもにイヤーマフを持っていかせ、先生がお手伝いしてくれるからね、と言っておきます。

飛行機が通過する時間帯は大体決まっているので、その際には、先生がイヤーマフの着用の声掛けやお手伝いをします。
また、音声教材の使用タイミングについても配慮を行うことができます。

防音窓の設置には工事も必要だし、すぐに対応することは難しいな。障害のあるお子さんが習い事に集中できるよう、
他に、飛行機の音を聞こえなくするような工夫はあるだろうか？

15

けんせつえきたいわ

「建設的対話」 とは
 合理的配慮の提供には、障害者と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討することが重要（建設的対話）
 障害者からの申出への対応が難しい場合でも、双方が持っている情報や意見を伝え合うなどの建設的対話を通
 じて相互理解を深めることで、目的に応じた代替手段を見つけられる

建設的対話の例
けんせつてきたいわ  れい

 建設的対話を通じて個別事情等を共有すれば、事業者と障害者の双方が納得できる形での社会的障壁の除去が
 可能となることもある
 まずは障害者との対話を始めることが重要！
※ 建設的対話を一方的に拒むことは合理的配慮の提供義務違反となる可能性もあるため注意が必要

うちのこどもは特定の音に対する聴覚過敏があり、飛行機の音が聞こえると興奮して習い事に集中できなくなってしまう

ので、飛行機の音が聞こえないように、教室の窓を防音窓にしてもらうことはできますか？

防音窓をすぐに設置することは難しいので、お子さんが習い事に集中できるよう、一緒に他の方法を考えましょう。
お子さんは、普段、飛行機の音が聞こえないように、どのような対応をしているのですか？

ごうりてきはいりょ ていきょう しょうがいしゃ  じぎょうしゃとう  たいわ かさ とも   かいけつさく  けんとう じゅうよう けんせつてきたいわ

しょうがいしゃ もうしで  たいおう  むず   ばあい そうほう も   じょうほう いけん   つた  あ けんせつてきたいわ つう

そうごりかい   ふか   もくてき おう   だいたいしゅだん   み

けんせつてきたいわ  つう こべつじじょうとう  きょうゆう   じぎょうしゃ   しょうがいしゃ そうほう  なっとく かたち しゃかいてきしょうへき じょきょ

かのう

しょうがいしゃ たいわ はじ じゅうよう

けんせつてきたいわ いっぽうてき  こば   ごうりてきはいりょ    てきょうぎむいはん かのうせい  ちゅうい ひつよう

じぎょうしゃ

なら ごときょうしつ

しょうがいしゃ ほごしゃ

はったつしょうがい

とくてい おと   たい ちょうかくかびん ひこうき おと  き こうふん なら   ごと しゅうちゅう

ぼうおんまど  せっち こうじ  ひつよう たいおう  むずか   しょうがい  こ なら  ごと しゅうちゅう

ひこうき おと  き  きょうしつ  まど  ぼうおんまど

ほか   ひこうき   おと  き くふう

ぼうおんまど  せっち  むずか こ  なら ごと しゅうちゅう                                  いっしょ ほか  ほうほう かんが

こ   ふだん ひこうき おと  き たいおう

いえ  ちゃくよう  なら   ごと  おんせいきょうざいとう りよう   ちゃくよう

ちゃくよう さい  こえか   てつだ    ひつよう なら  ごと つか  せんせい    めいわく

ひこうき  つうか  じかんたい  だいたいき さい   せんせい  ちゃくよう   こえか てつだ

おんせいきょうざい しよう   はいりょ   おこな

も   せんせい てつだ  い



「環境の整備」の例
(不特定多数の障害者が主な対象)

携帯スロープを購入する

施設をバリアフリー化する

社員対応マニュアル整備･研修を
実施する

アクセシビリティを担保した
ウェブサイト等を作成する

「合理的配慮」の例
(個々の場面における個々の障害者が対象)

段差があった場合、携帯スロープを架ける

(個々の配慮をせずとも、障害者が利用可能)

マニュアル等に基づき、
的確に合理的配慮を行う

(個々の配慮をせずとも、障害者が利用可能)
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かんきょう せいび

「環境の整備」とは
 障害者差別解消法では、合理的配慮を的確に行えるようにする「環境の整備」
（不特定多数の障害者に向けた事前改善措置）を、行政機関、事業者の努力義
務としている。

しょうがいしゃさべつかいしょうほう  ごうりてきはいりょ         てきかく   かんきょう せいび

ふとくていたすう  しょうがいしゃ む じぜんかいぜんそち ぎょうせいきかん  じぎょうしゃ     どりょくぎ

む

かんきょう  せいび れい

ふとくていたすう しょうがいしゃ  おも たいしょう

ごうりてきはいりょ  れい

ここ  ばめん ここ   しょうがいしゃ たいしょう

けいたい こうにゅう

しせつ   か

しゃいんたいおう   せいび けんしゅう

じっし

だんさ  ばあい けいたい  か

ここ  はいりょ しょうがいしゃ りようかのう

とう   もと

てきかく ごうりてきはいりょ おこな

ここ   はいりょ   しょうがいしゃ りようかのう
たんぽ

とう さくせい



○障害者差別解消法では、相談・紛争防止等の

 ための新たな機関は設置せず、既存の機関等の

活用・充実を図ることとしている

○国・地方公共団体では、相談窓口の明確化や

 職員の業務の明確化・専門性の向上等を通じ

 障害者差別解消の推進体制を整備

※障害者に関する既存の相談窓口の例

福祉事務所、地方公共団体の担当部局、保健所、

教育委員会、法務局・地方法務局、都道府県労働局、

ハローワーク、児童相談所、基幹相談支援センター、

障害者権利擁護センター、障害者虐待防止センター 等 17

そうだん ふんそうぼうしとう  たいせいせいび

相談・紛争防止等の体制整備

しょうがいしゃさべつかいしょうほう     そうだん   ふんそうぼうしとう

あらた  きかん せっち きぞん きかんとう

かつよう じゅうしつ   はか

くに ちほうこうきょうだんたい  そうだんまどぐち めいかくか

しょくいん   ぎょうむ めいかくか  せんもんせい   こうじょうとう つう

しょうがいしゃさべつかいしょう  すいしんたいせい  せいび

しょうがいしゃ     かん    きぞん そうだんまどぐち   れい

ふくしじむしょ  ちほうこうきょうだんたい たんとうぶきょく   ほけんじょ

きょういくいいんかい ほうむきょく ちほうほうむきょく   とどうふけんろうどうきょく

じどうそうだんじょ きかんそうだんしえん

しょうがいしゃけんりようご  しょうがいしゃぎゃくたいぼうし   とう



障害者差別解消法に関するご相談を適切な相談機関と調整し、取り次ぎます

「つなぐ窓口」で相談を受け付けた後、「つなぐ窓口」で適切な自治体・各府省庁等の相談窓口と調整を行い、事案の取次を行います。

取次が済み次第、相談者へ取次先の相談窓口の情報を連絡します。

相談者が、取次を受けた自治体・各府省庁等の相談窓口に連絡を行うと、その後は自治体・各府省庁等の相談窓口が取り次がれた

相談内容を踏まえて、事実確認や事案解決に向けた調整を行います。

自治体・各府省庁等の相談窓口

相
談
受
付

自
治
体
・
各
府
省
庁
等
の

相
談
窓
口
と
調
整
・
取
次

相
談
受
付

事
実
確
認

事
案
解
決
に

向
け
た
調
整

事
案
終
結

取
次
先
を

相
談
者
へ
連
絡

相
談
者

障害者
事業者等

相
談
者

障害者
事業者等
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しょうがいしゃさべつ  かん  そうだんまどぐち まどぐち

障害者差別に関する相談窓口 「つなぐ窓口」
概 要
がいよう

内閣府では、障害者差別解消法に関する質問に回答することや、障害を理由とする差別等に関する相談を適切な自治体・各府省
庁等の相談窓口に円滑に繋げるための調整・取次を行うことを目的に、令和５年10月から「つなぐ窓口」を設置しています。
（本格実施は令和７年４月から）

基本的な流れ
きほんてき なが

調整・取次
ちょうせい とりつぎ

連絡先
れんらくさき

●電 話 相 談 : 0120-262-701 10:00-17:00 週7日（祝日・年末年始除く）

●メール相談 : info＠mail.sabekai-tsunagu.go.jp

 ●WEBフォーム相談：https://sabekai-tsunagu.go.jp/

「つなぐ窓口」(本事業)
まどぐち ほんじぎょう

ないかくふ  しょうがいしゃさべつかいしょうほう   しつもん かいとう  しょうがい  りゆう さべつとう  かん そうだん  てきせつ じちたい  かくふしょう

ちょうとう そうだんまどぐち えんかつ つな         ちょうせい とりつぎ おこな  もくてき   れいわ ねん  がつ  まどぐち   せっち

ほんかくじっし れいわ  ねん がつ

しょうがいしゃさべつかいしょうほう  かん そうだん  てきせつ   そうだんきかん  ちょうせい   と  つ

しょうがいしゃ

じぎょうしゃとう

しょうがいしゃ

じぎょうしゃとう

じちたい  かくふしょうちょうとう  そうだんまどぐち

まどぐち    そうだん    う  つ     あと    まどぐち    てきせつ     じちたい かくふしょうちょうとう そうだんまどぐち ちょうせい おこな   じあん とりつぎ おこな

とりつぎ す  しだい そうだんしゃ とりつぎさき そうだんまどぐち じょうほう れんらく

そうだんしゃ とりつぎ   う じちたい かくふしょうちょうとう そうだんまどぐち れんらく おこな                あと じちたい・かくふしょうちょうとう そうだんまどぐち と   つ

そうだんないよう ふ じじつかくにん じあんかいけつ   む   ちょうせい おこな

でんわそうだん  しゅう にち しゅくじつ ねんまつねんしのぞ

そうだん

そうだん

じ
あ
ん
し
ゅ
う
け
つ

じ
あ
ん
か
い
け
つ

む

 

ち
ょ
う
せ
い

じ
じ
つ
か
く
に
ん

そ
う
だ
ん
う
け
つ
け

そ
う
だ
ん
う
け
つ
け

と
り
つ
ぎ
さ
き

そ
う
だ
ん
し
ゃ

 

れ
ん
ら
く

じ
ち
た
い

か
く
ふ
し
ょ
う
ち
ょ
う
と
う

そ
う
だ
ん
ま
ど
ぐ
ち

ち
ょ
う
せ
い

と
り
つ
ぎ

そ
う
だ
ん
し
ゃ

そ
う
だ
ん
し
ゃ



● 障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト

障害者差別解消法に定められている事項等について解説したポータルサイトを公開中。
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/

【主な掲載コンテンツ】

障害者差別解消法

改正障害者差別解消法についての説明

 不当な差別的取扱い

不当な差別的取扱いの具体例や不当な差別的取扱いに関する

Q&A等について

 合理的配慮の提供

障害種別ごとの合理的配慮の提供事例紹介や合理的配慮に関する

Q&A等について

 環境の整備

障害種別ごとの環境の整備の紹介や環境の整備に関する

Q＆A等について

 障害者差別解消に関する事例データベース

 資料集

障害者差別解消法に関係する資料を紹介

 リンク集

内閣府、各省庁の業種別の対応指針等のリンク
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ごうりてきはいりょ ていきょう   かか たいおう さんこうしりょう

合理的配慮の提供に係る対応の参考資料
しょうがいしゃ  さべつかいしょう        む    りかいそくしん

しょうがいしゃさべつかいしょうほう  さだ      じこうとう   かいせつ   こうかいちゅう

おも  けいさい

しょうがいしゃさべつかいしょうほう

かいせいしょうがいしゃさべつかいしょうほう   せつめい

ふとう  さべつてきとりあつかい

ごうりてきはいりょ  ていきょう

かんきょう  せいび

しょうがいしゃさべつかいしょう  かん  じれい

しりょうしゅう

しゅう

ふとう  さべつてきとりあつか   ぐたいれい  ふとう  さべつてきとりあつか  かん

とう

しょうがいしゃしゅべつ  ごうりてきはいりょ  ていきょうじれいしょうかい   ごうりてきはいりょ  かん

とう

しょうがいしゅべつ  かんきょう  せいび しょうかい かんきょう  せいび かん

とう

しょうがいしゃさべつかいしょうほう  かんけい   しりょう   しょうかい

ないかくふ かくしょうちょう ぎょうしゅべつ たいおうししんとう

https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/


登録・認定制度

・ 合理的配慮の提供に積極的に取り組む事業者や、環境の整備等によって「心のバリアフ

リー」を推進する事業者を登録

環境整備のための補助

・ 合理的配慮の提供に要する費用（バリアフリー化の工事費用、コミュニケーションツールの作

成費用）の助成

・ イベント等を開催する際に、手話通訳者や要約筆記者の派遣費用の助成

出前講座等

・ 合理的配慮について助言等を行うアドバイザーの派遣

・ 企業や団体を対象とした、障害者差別解消法等に関する出前講座の実施

・ 障害者差別解消法や合理的配慮の提供に関するハンドブック等の作成 20

障害者差別の解消に向けた自治体の取組例
しょうがいしゃさべつ   かいしょう  む    じちたい  とりくみれい

とうろく   にんていせいど

かんきょうせいび  ほじょ

でまえこうざとう

ごうりてきはいりょ ていきょう  せっきょくてき  と  く じぎょうしゃ かんきょう  せいびとう    こころ

すいしん じぎょうしゃ   とうろく

ごうりてきはいりょ ていきょう    よう   ひよう か  こうじひよう  さく

せいひよう  じょせい

とう   かいさい   さい   しゅわつうやくしゃ ようやくひっきしゃ   はけんひよう  じょせい

ごうりてきはいりょ じょげんとう  おこな   はけん

きぎょう  だんたい  たいしょう しょうがいしゃさべつかいしょうほうとう かん  でまえこうざ  じっし

しょうがいしゃさべつかいしょうほう ごうりてきはいりょ ていきょう かん とう さくせい



むすびにかえて

• 「障害」は、本人ではなく、社会の側の障壁によって生じる。

→慣行やルールなども改めて見直していくことも必要。

→デジタル時代に合った対応を検討してみることも重要。

• 「合理的配慮」は「建設的対話」から

→「前例がないからできない」、「過重な負担のためできない」

ではなく、なぜできないのか、どのようなことならできる

のかを対話の中ですり合わせながら考えることが重要。

→まずは当事者との対話が必要。

21

しょうがい  ほんにん   しゃかい   がわ しょうへき しょう

かんこう   あらた   みなお ひつよう

じだい  あ たいおう けんとう  じゅうよう

ごうりてきはいりょ けんせつてきたいわ

ぜんれい かじゅう  ふたん

たいわ  なか  あ かんが じゅうよう

とうじしゃ   たいわ  ひつよう


	障害者差別解消法と合理的配慮�について
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	　
	スライド番号 21
	むすびにかえて

